
咽頭結膜熱 

第二種の感染症 

学校において予防すべき感染症の解説 
  文部科学省 



第三種の感染症 
流行性角結膜炎 



急性出血性結膜炎 



その他の感染症 
単純ヘルペス感染症 



帯状疱疹 





学校感染症発症時の対応について 
  学校保健ポータルサイト 

治癒証明書について 
  
 学校感染症は法律で規定されているので、本
来、出席停止の処置がとられた場合には個人
の判断で学校に出てくるのではなく、学校医等
の医師の許可を得て学校へ登校すべきであり、
治癒証明書はそのためのものです。 
 



Q， 教職員がインフルエンザ等の感染症にかかった場
合の病気休暇についても本解説書に従うのでしょうか。 
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